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問
選
挙
人
は
、
候
補
者
の
経
歴
等
を

参
考
に
選
ぶ
人
が
い
る
。
も
し
そ
の

経
歴
に
偽
り
が
あ
っ
た
場
合
は
。

答
当
選
を
得
又
は
得
さ
せ
る
目
的
を

も
っ
て
公
職
の
候
補
者
等
の
身
分
、

職
業
も
し
く
は
経
歴
な
ど
に
関
し
虚

偽
の
事
項
を
公
に
し
た
者
は
虚
偽
事

項
の
公
表
罪
に
問
わ
れ
る
お
そ
れ
が

あ
り
ま
す
。

問
飲
食
を
伴
う
サ
ー
ビ
ス
は
。

答
何
人
も
、
選
挙
運
動
に
関
し
飲
食

物
を
提
供
す
る
こ
と
は
、
選
挙
運
動

員
及
び
労
務
者
に
対
し
一
定
の
範
囲

内
で
弁
当
を
提
供
す
る
以
外
は
、
湯

茶
及
び
こ
れ
に
伴
い
通
常
用
い
ら

れ
る
程
度
の
菓
子
を
除
き
禁
止
さ
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
候
補
者
の
氏
名

を
冠
す
る
団
体
の
寄
附
や
、
候
補
者

等
が
属
す
る
団
体
が
候
補
者
の
氏
名

を
類
推
で
き
る
よ
う
な
方
法
で
の
寄

附
も
禁
止
さ
れ
て
い
る
た
め
、
法
人

の
名
称
を
使
っ
て
は
い
る
が
実
質
的

に
候
補
者
個
人
が
寄
附
し
た
も
の
で

あ
っ
た
り
、
候
補
者
等
が
寄
附
し
て

い
る
よ
う
に
認
知
さ
せ
て
い
る
場
合

は
違
反
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

「保育士の配置基準の見直し及び処遇改善を求める意見書」（抜粋）
　急速な少子化が進む中で、子どもの健やかな成長を支える質の高い保育が切実に求められています。
２０２１年保育施設内での重大事故は１８７２件も発生しました。保育士は過酷な労働環境に置かれており、
保育士配置基準は７０年以上一度も改善されておらず、日本は主要国の中でも極めて低い基準のままと
なっています。職員の数を増やすことは、子どもの命と育ちを守ることに直結します。質を確保した
保育の受け皿を整備するためには、保育士の配置基準の見直しや賃金水準の引き上げによる処遇の改
善が急務です。以下の項目について実施するよう強く要請します。①保育士の配置基準の見直しを行
うこと。②賃金水準の引き上げなど更なる処遇改善を図ること。③保育士の処遇改善に必要な財源を
十分に確保すること。以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出します。
令和５年３月２０日� 鴻巣市議会
内閣総理大臣殿　厚生労働大臣殿

　

令
和
３
年
５
月
１９
日
に
公
布
さ
れ

た
「
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る

た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る

法
律
」
に
よ
り
「
個
人
情
報
の
保
護

に
関
す
る
法
律
」
が
改
正
さ
れ
、
５

年
４
月
１
日
か
ら
、
地
方
公
共
団
体

の
個
人
情
報
保
護
制
度
に
全
国
的
な

共
通
ル
ー
ル
が
適
用
さ
れ
ま
す
。
し

か
し
、
議
会
は
同
法
の
適
用
除
外
と

な
る
た
め
、
議
会
に
お
い
て
、
議
会

の
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例

を
制
定
す
る
も
の
で
す
。

　

主
な
内
容
は
、
議
会
の
事
務
の

適
正
か
つ
円
滑
な
運
営
を
図
り
つ

つ
、
個
人
の
権
利
利
益
を
保
護
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
、
個
人
情
報
の
適

正
な
取
扱
い
、
保
有
個
人
情
報
の
開

示
、
訂
正
、
利
用
停
止
及
び
審
査
請

求
等
の
手
続
、
ま
た
審
査
会
へ
の
諮

問
、
罰
則
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で

す
。
ま
た
、
執
行
機
関
と
同
様
に
市

民
サ
ー
ビ
ス
へ
の
影
響
や
現
行
条
例

に
よ
る
個
人
情
報
保
護
の
水
準
を
維

持
す
る
た
め
、
改
正
法
施
行
後
も
現

行
条
例
の
制
度
を
で
き
る
だ
け
継
承

で
き
る
よ
う
規
定
を
定
め
る
も
の
で

す
。

　

今
回
の
改
正
は
、
令
和
４
年
６
月

定
例
会
に
お
い
て
、「
鴻
巣
市
議
会

議
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
」
が
可
決
さ
れ
、
５
年
４
月
２３

日
執
行
の
市
議
会
議
員
一
般
選
挙
か

ら
議
員
定
数
が
２４
人
に
変
更
さ
れ
る

こ
と
に
伴
い
、
常
任
委
員
会
の
定
数

の
改
正
を
行
う
も
の
で
す
。

　

主
な
内
容
で
す
が
、
政
策
総
務
常

任
委
員
会
と
文
教
福
祉
常
任
委
員
会

の
委
員
定
数
を
７
人
か
ら
６
人
に
改

正
す
る
も
の
で
す
。
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文
教
福
祉
常
任
委
員
会
で
は
、
文

化
政
策
に
関
す
る
条
例
に
つ
い
て
、

埼
玉
大
学
教
授
市
橋
秀
夫
氏
に
よ
る

研
修
会
、
富
士
見
市
及
び
大
阪
府
河

内
長
野
市
の
視
察
を
行
い
、
９
回
に

渡
る
委
員
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
委

員
会
か
ら
条
例
案
を
提
出
し
、
全
会

一
致
で
可
決
し
ま
し
た
。

　

本
条
例
の
目
的
は
、
文
化
芸
術
基

本
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
市
に
お
け

る
文
化
及
び
芸
術
の
振
興
に
つ
い
て

の
基
本
的
な
事
項
を
定
め
、
市
の
責

務
並
び
に
市
民
及
び
団
体
等
の
役
割

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地

域
に
お
け
る
文
化
芸
術
の
振
興
を
図

る
こ
と
で
す
。

　

条
例
施
行
後
は
、
市
民
が
優
れ
た

文
化
芸
術
に
親
し
み
、
鑑
賞
し
、
参

加
し
、
創
造
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
、
本
市
の
特
性
を
生
か
し
た
文
化

芸
術
の
た
め
、
推
進
機
関
に
よ
り
、

計
画
を
策
定
し
て
い
き
ま
す
。

　

令
和
５
年
３
月
２８
日
施
行

委員会名 所 管 事 項 定数

常
任
委
員
会

政 策 総 務 財政・市税などに関すること ６人

文 教 福 祉 教育・福祉・健康などに関すること ６人

まちづくり 建設・土木・公園・上下水道などに関す
ること ６人

市 民 環 境 危機管理、商工業・農業の振興、ゴミの減量・
リサイクル・自治会などに関すること ６人




